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国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和 7 年度) 
  作成日 2025/10/7 

  最終更新日 2025/10/7 
   

記載事項 
更新の
有無 

記載欄 

情報基準日   2025/10/7 

国立大学法人名   三重大学 

法人の長の氏名   伊藤 正明 

問い合わせ先   
企画総務部企画戦略チーム 
問い合わせフォーム（ https://www.mie-u.ac.jp/contact/index.html ）  

URL   https://www.mie-u.ac.jp 

   

【本報告書に関する経営協議会の確認状況】 

記載事項 
更新の
有無 

記載欄 

経営協議会による確認  

令和 7 年 6 月 20 日の経営協議会において説明を行った上で、意見照会
を実施しました。令和７年 9 月 19 日の経営協議会において確定した意見
は以下のとおりです。 
 
【意見：補充原則 4-2③】 

下段の 1)～5)について、しっかりとした運用を行っていただき、令和 4
年度のような不正使用が生じないよう務めていただきたいと思います。 

※下段の 1)～5) 
1）国立大学法人三重大学コンプライアンス指針 
2）三重大学における公正研究の基本方針 
3）三重大学における公正研究倫理教育(e-learning 等) 
4）公的研究費に関する規程等 
5）三重大学研究・社会連携統括本部規程 

 
【本学の対応状況】 

令和 4 年度に発生した不正事案を真摯に受け止め、3 つの再発防止策を
策定し、研究費不正根絶に向け着実に取り組んでおります。加えて、毎年
度、研究者倫理や公的研究費の適切な執行に関する e-learning を全教職員
に必須として実施しています。教材は、本学の過去の事案や、他大学等で
の最新の不正事案を盛り込むなどして毎年更新しており、受講後には理解
度チェックテストを課し、合格することを修了要件としております。今後
も引き続き教職員に対し不正防止の啓発を継続してまいります。 
 

https://www.mie-u.ac.jp/contact/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/0c681abdaa4514fca86de8a9a0acffbd.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/social-coop/fraud-prevention/about.html
https://www.mie-u.ac.jp/social-coop/fraud-prevention/e-learning.html
https://www.mie-u.ac.jp/social-coop/fraud-prevention/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110001985.html
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監事による確認  

令和 7 年６月 26 日に意見照会を実施し、令和 7 年 7 月 30 日に以下の
通り意見を受領しました。 

 
【意見：補充原則 4-1①】 

広報は、ステークホルダーからの理解と信頼を確保するうえで重要で
す。多様なステークホルダーに向けて、教育・研究の成果や最新の取組、
情報を積極的に発信していることを確認しました。 

「三重大学の広報方針」にもあるように、広報効果の検証について、ガ
バナンス向上に繋げるためにも PDCA サイクルを回すことが必要と考えま
す。WEB サイトで様々な情報が収集できる昨今において、対外発信を年間
560 件程度しており、どれだけマスコミに取り上げられたか、対象者に適
切に届いているかなど効果分析・検証を進めることで、より力強い情報発
信となることを期待します。 
 
【本学の対応状況】 

三重大学では、教育・研究の成果や最新の取組みを広く社会に発信する
ことを通じて、ステークホルダーの皆様からの理解と信頼の醸成に努めて
おります。ご指摘いただいたように、広報活動の効果を検証し、PDCA サ
イクルを回すことは、広報の質を高め、大学のガバナンス向上にも資する
重要な取り組みであると認識しております。 

これらの発信がどのように報道機関に取り上げられ、対象者に届いてい
るかについては、今後さらに分析を進めてまいります。具体的には、掲載
件数の把握、アクセス解析、SNS での反応などのデータを活用し、広報活
動の到達度や影響力を可視化する仕組みの整備に向けての検討に着手して
おります。 

また、広報方針に基づき、情報発信の内容や手法についても定期的に見
直しを行い、より効果的な広報戦略の構築に努めてまいります。今後と
も、大学の活動が社会に広く伝わるよう、透明性と信頼性の高い広報を推
進してまいります。 

 

その他の方法による確認   

 
【国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況】 
☒ 当法人は、運営方針会議を設置していない法人であり、原則２－２－１～原則２－２－３（運営方針

会議に関する原則）は適用されず、当該原則に関連する記載を要しない法人である。 
☐ 当法人は、運営方針会議を設置する法人であり、全ての原則の対象となる法人である。 

記載事項 更新の 
有無 記載欄 

ガバナンス・コードの 
各原則の実施状況   当法人は、各原則をすべて実施しています。 

 

ガバナンス・コードの 
各原則を実施しない理由
又は今後の実施予定等 

  

（１） 実施していない項目 
なし 

 
（２）将来実施予定だが、報告書の基準日時点で未実施の項目 

なし  
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

原則１－１ 
ビジョン、目標及び戦略を実現
するための道筋 

 

本学は、ミッションとしての基本理念「地域を見つめ、三重から世
界へ 世界から三重へ 未来を拓く地域共創大学 地域に根ざし、世
界に誇れる教育・研究に取り組み、人と自然の調和・共生の中で、社
会との共創に向けて切磋琢磨する。」を掲げ、その実践に努めていま
す。この基本理念を大学活動の各領域で実現させるため、教育・研究・
社会貢献について目標を設定しています 1)。 

令和 4～12 年度（2022～2030 年度）におけるミッション実現の全
体戦略として、「三重大学ビジョン 2030」2）を掲げるとともに、この
ビジョンを実現するために、三重大学が取り組むべき行動計画とし
て、「三重大学アクションプラン 2030」を策定し、学長のリーダーシッ
プの下、各種事業を進めています。 

また、具体的な戦略、道筋として、文部科学大臣から示された中期
目標に基づいた中期計画を作成 3)し、さらに中期目標の達成を後押し
すべく大学独自に年度計画を作成しています。これらの作成に当たっ
ては、全学マネジメント会議、教育研究評議会での議論を通じた学内
意見に加え、経営協議会の学外委員 4)などの多様な関係者からの意見
を幅広く聴くなど、社会の要請の把握に努めています 5)。 

その他、令和 4 年度に地域連携プラットフォーム「三重大学みえの
未来共創会議」6）を立ち上げ、本会議を通じて三重県下の産官学金な
ど多彩な関係者からの大学活動への意見を頂き、大学の運営に反映さ
せています。 

上記目標及び戦略、その実現に向けた各年度の計画と進捗等につい
ては、毎年度、実績報告書 7）として取りまとめ、本学ウェブページに
て公表しています。 

  
1）基本理念及び目標 
2）三重大学ビジョン 2030 
3）第 4 期中期目標・中期計画 
4）国立大学法人三重大学経営協議会学外委員名簿 
5）国立大学法人三重大学経営協議会議事概要 
6) 三重大学みえの未来共創会議 
7）実績報告書 

 
補充原則１－２④ 
目標・戦略の進捗状況と検証結
果及びそれを基に改善に反映
させた結果等 

 

第 4 期中期目標期間における目標・戦略の進捗状況と検証結果は、
前年度の実績報告書 1）としてウェブページにて公表しています。 

経営協議会では、進捗状況と検証結果を報告するとともに今年度の

https://www.mie-u.ac.jp/about/overview/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/overview/vision.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/overview/plan.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/overview/officer.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/council/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/mrpcc/
https://www.mie-u.ac.jp/about/check/index.html#16keikaku
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

年度計画に対する意見交換を実施して、進捗状況を基にした改善の意
見を聴き、意見を参考に年度計画 2）の改善見直しを行い、ウェブペー
ジにて公表しています。 
 

1）実績報告書 
2）年度計画 

 

補充原則１－３⑥（１） 
経営及び教学運営双方に係る
各組織等の権限と責任の体制 

 

本学では、経営及び教学運営に係る各組織等の権限と責任の体制
は、「国立大学法人三重大学学則」、「国立大学法人三重大学役員会規
程」、「国立大学法人三重大学経営協議会規程」、「国立大学法人三重大
学教育研究評議会規程」、「国立大学法人三重大学監事監査規程」、「国
立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程」の規程 1）に明記し、本
学ウェブページにて公開しています。 

これらの運営に係る各組織等の体制については、ウェブページ（「三
重大学の運営組織」）や各種広報誌（「MIEU REPORT」2））でも公表し
ています。 

中期的な財務計画は第 4 期中期目標期間の中期計画 3）における「（別
紙）予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」に、教育
研究の費用及び成果等は「MIEU REPORT」で公開しています。 
 

1）国立大学法人三重大学規則 
「国立大学法人三重大学学則」 
「国立大学法人三重大学役員会規程」 
「国立大学法人三重大学経営協議会規程」 
「国立大学法人三重大学教育研究評議会規程」 
「国立大学法人三重大学監事監査規程」 
「国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程」 

2）MIEU REPORT【ガバナンス体制項目】 
3）第 4 期中期目標・中期計画 

 

補充原則１－３⑥（２） 
教員・職員の適切な年齢構成の
実現、性別・国際性・障がいの
有無等の観点でのダイバーシ
ティの確保等を含めた総合的
な人事方針 

 

教員・職員の人事方針については、「国立大学法人三重大学職員の
総合的な人事方針（本方針内では、本学の教職員全てを示す。）」（以下
「総合的な人事方針」という。）1）を策定し、公表しています。また、
職種毎の人事方針についても「国立大学法人三重大学大学教員の人事
に関する基本方針」2）、「国立大学法人三重大学事務系職員の人事に関
する基本方針」3）、「国立大学法人三重大学事務系職員の人事に関する
基本方針に対する具体的な運用計画について」4）及び「第 4 期中期目

https://www.mie-u.ac.jp/about/check/index.html#16keikaku
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/0b5f8a0e8ab8daa845b46f0fe4bd851a.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000001.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000001.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000006.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000007.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000007.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000008.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000008.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000012.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000012.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000105.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000105.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/pr-magazine/outline.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/overview/plan.html
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

標期間における事務職員人材育成計画について」5）を策定し、公表し
ています。 

特に、ダイバーシティ及びインクルージョン（多様性とその受容）
の推進については、「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推
進宣言」6）を行い、「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進
計画」7）及び「『三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計
画』に基づくアクションプラン」8）を策定、公表していますが、上記
総合的な人事方針も、この宣言に基づいて策定しています。 
 

1）国立大学法人三重大学職員の総合的な人事方針 
2）国立大学法人三重大学大学教員の人事に関する基本方針 
3）国立大学法人三重大学事務系職員の人事に関する基本方針 
4）国立大学法人三重大学事務系職員の人事に関する基本方針に

対する具体的な運用計画について 
5）第 4 期中期目標期間における事務職員人材育成計画について 
6）三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進宣言 
7）三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画 
8）「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画」に

基づくアクションプラン 
 

補充原則１－３⑥（３） 
自らの価値を最大化するべく
行う活動のために必要な支出
額を勘案し、その支出を賄える
収入の見通しを含めた中期的
な財務計画 

 

本学では、自らの価値を最大化するべく、教育・研究・社会貢献活
動に関する目標実現に向けて 6 年間の中期目標期間に必要な支出額
を勘案し、その支出を賄える収入の見通しを含めた中期的な財務計画
を、第 4 期中期目標期間の中期計画 1)における「（別紙）予算（人件費
の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」として公表しています。 
 

1） 第 4 期中期目標・中期計画 
 

補充原則１－３⑥（４）及び 
補充原則４－１③ 
教育研究の費用及び成果等（法
人の活動状況や資金の使用状
況等） 

 

【補充原則１－３⑥（４）関係】 
教育研究の費用は、毎事業年度の財務諸表 1)において全学及び部局

ごとの損益情報により費用・収益の状況を開示し、教育研究の成果は、
事業報告書 1）により全学及び部局ごとの実績を公表しています。 

また、これまでの大学概要及び統合報告書を一つにした「MIEU 
REPORT」2）を作成し、公表しています。 
 

1）財務諸表等（財務諸表・事業報告書） 
2）MIEU REPORT 

https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/4630177607fdd5680b1d43888d3116a4.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/e71fe83d02cc220711b18febf2445bc2.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/e2e30f32f387b1b957a60adfa439c464.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/0566591638d8e688e6494b2cb44fe41e.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/0566591638d8e688e6494b2cb44fe41e.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/a2da1f5dd42223ae767ea3db8736f654.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/info/declaration.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/info/declaration.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/diversity/pdf/plan.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/information/D%26I%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C20250716.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/information/D%26I%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C20250716.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/overview/plan.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/finance.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/pr-magazine/outline.html
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

 
【補充原則４－１③関係】 

本学では、法人の活動状況は、財務情報と非財務情報を組み合わせ
て経営状況と活動状況を分かりやすく示した「MIEU REPORT」1）を
作成、公表して、教育・研究に係るコストの見える化を進めています。 

教育研究活動の実績の詳細については事業報告書 2）、資金の使用状
況等の詳細については毎事業年度の財務諸表 3）において公表してい
ます。 
 

1）MIEU REPORT 
2）事業報告書 
3）財務諸表 

 

補充原則１－４② 
法人経営を担いうる人材を計
画的に育成するための方針 

 

法人経営を担い得る人材を計画的に育成するための方針について
は、早い段階から法人経営の感覚を身に付けさせ、次代の経営人材を
育成するため、「国立大学法人三重大学における経営等人材の育成に
関する基本方針」1）を策定し、公表するとともに実現状況をフォロー
アップしています。 

法人の長を補佐する理事、副理事、副学長、学長補佐等のポストに
ついては、さまざまな人材育成の取組や業務経験等を踏まえ、部局長
等経験者～中堅クラスの幅広い階層から登用して、法人経営の一端を
担わせています。 

人材の育成方法としては、部局長等経験者～中堅クラスの幅広い階
層に対して、他機関が実施するセミナー・勉強会等や学内での研修に
参加させるなど、長期的な視点に立って人材を育成しています。また、
国立大学協会及びその他関係機関が開催するセミナー・勉強会等に関
して、その趣旨や内容等に応じて大学構成員に広く案内して積極的な
参加を推奨しています。さらに、学内 FD/SD、学外セミナー等に派遣
するなど、早い段階から法人経営の感覚を身に付けさせ、次代の経営
人材の育成確保に努めています。（参加事例：国立大学法人等担当理
事等連絡会議【理事、副理事】、大学改革シンポジウム【理事、部局長、
事務部長等】ほか） 

他方、事務系職員の育成に関しては、「三重大学事務系職員の人事
に関する基本方針」2）及びその運用計画等に基づき、研修実施計画を
作成し、さまざまな研修への参加を通じて行っています。具体的には、
学内で実施される評価者研修をはじめ、東海地区の国立大学法人等が
共同で実施するリーダーシップ研修などの階層別研修、国立大学協会

https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/pr-magazine/outline.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/finance.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/finance.html
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

が開催する部課長級を対象とした階層別研修、人事院中部事務局が開
催する管理監督者研修などに、職員を積極的に参加させることで、人
材育成を図っています。これらに加え、職員の経営力向上と附属病院
運営の強化を図るため、職員の医療経営士の資格取得を支援する勉強
会を開催しています。なお、優秀な事務系職員の育成に資する階層別
研修・目的別研修への見直しに向けて、制度設計のための情報収集及
び一部の研修の実施計画の具体化等に取り組むことを目的に、令和 6
年度には「階層別研修・目的別研修の構築に向けたタスクフォース」
を期間限定で設置し、報告書を取りまとめ、研修の見直しに着手して
います。 

さらに、「三重大学若手経営人材育成 実施要項」を定め、若手経営
人材育成に取り組んでいます。この取組の一環として、令和 6 年度は、
学外企業主催の次世代経営者育成塾に副課長 1 名が参加しました。 

その他、文部科学省等との人事交流を活用して、他機関での経営手
法を経験できる機会を設けています。 
 

1）国立大学法人三重大学における経営等人材の育成に関する基
本方針 

2）国立大学法人三重大学事務系職員の人事に関する基本方針 
 

原則２－１－３ 
理事や副学長等の法人の長を
補佐するための人材の責任・権
限等 

 

法人の長である学長は、ビジョンの実現に向けた意思決定及び業務
遂行をサポートするため、学内理事（4 名）、学外理事（2 名）、さら
に学内から副理事（4 名）、副学長（3 名）のほか、特命副学長（5 名）、
学長補佐（17 名）、を選任し、適材適所に配置しています。また、経
営人材の育成・確保にも努めており、特に特命副学長以下の若手補佐
人材は、早くから経営に触れさせることにより、長期的な視野に立っ
て経営人材を育成確保できるよう選任しています。 

また、2 学部・4 研究科長については、各学部・研究科等や外部組
織等での実績、経験、知識、人格、能力などを総合的に勘案して学長
が選任・配置し、自らの意思決定や業務執行をサポートする体制を整
備しています。 

その他、各補佐人材の責任と権限は、教育・研究・社会貢献などの
各所掌領域に加え、中期目標・中期計画の担当割り振りや全学委員会
の長への任命などで明確化し、運営組織等と併せて本学ウェブページ
で公表しています 1)2）。 
 

1）国立大学法人三重大学の運営組織 

https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/item/5f108f5707806568a94613293e15c4f8.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/item/5f108f5707806568a94613293e15c4f8.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/e2e30f32f387b1b957a60adfa439c464.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/overview/officer.html
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

2）MIEU REPORT【ガバナンス体制項目】 
 

原則２－３－１ 
役員会の議事録 

 

役員会における重要事項については、「学長・理事ミーティング」、
「企画経営会議」の場で事前の情報共有・意見交換を行い、意思疎通
を図ることで適時かつ迅速な議論を行っています。 

役員会は、「国立大学法人三重大学役員会規程」1）に従い以下の項目
を審議しています。 
（1）中期目標についての意見（国立大学法人三重大学（以下「本学」

という。）が国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号。以下「法」
という。）第 30 条第 3 項の規定により文部科学大臣に対し述べる
意見をいう。）に関する事項 

（2）法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない
事項 

（3）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 
（4）本学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事

項 
（5）その他役員会が定める重要事項 

なお、役員会は、月 2 回の定例開催に加え、喫緊の課題に対して、
必要に応じて臨時に開催しています。また、議事概要 2）は本学ウェブ
ページにて公表しています。 
 

1）国立大学法人三重大学役員会規程 
2）役員会議事概要 
 

原則２－４－２ 
外部の経験を有する人材を求
める観点及び登用の状況 

 

本学では、世界とつながる地域共創活動に真摯に取り組み、未来を
拓く教育研究拠点として世界が注目する地域共創大学を目指すため、
職員の採用に際しては、ダイバーシティ＆インクルージョン（多様性
とその受容）、エクイティ（公平性）の考え 1）2）3）を基本に置いた「国
立大学法人三重大学職員の総合的な人事方針（本方針内では、本学の
教職員全てを示す。）（以下、「総合的な人事方針」という。）」4）を制定
し、この考えに基づき、適正な人員配置に努めています。 

加えて、この総合的な人事方針を踏まえつつ、法人経営における必
要性から、学内の職員等からでは得られない、産業界、他の教育研究
機関等外部の経験を有する現役の 2 名の学外女性理事の登用を行っ
ています。1 名は、産業界や地域社会との連携を目的として地元企業
の経営者から、もう 1 名は、社会に対して迅速かつ正確な情報を発信
していくための体制整備を目的として広報・情報分野に精通した私立

https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/pr-magazine/outline.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000006.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/committee/
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

大学学長から登用し、その経験と知見、さらには大学を俯瞰的な視点
でみた時の見解を法人経営に活用することで経営層の厚みを確保し
ています。 
 

1）三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進宣言 
2）三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画 
3）「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画」に基

づくアクションプラン 
4）国立大学法人三重大学職員の総合的な人事方針 

 

補充原則３－１－１① 
経営協議会の外部委員に係る
選考方針及び外部委員が役割
を果たすための運営方法の工
夫 

 

経営協議会学外委員の選任方針については、産業界や関係自治体等
から適任者の参画を求めるため、「国立大学法人三重大学経営協議会
学外委員の選考方針」1）に明記して公表しています。特定の属性に偏
ることなく、教育・研究、医療・福祉、行政、企業経営、地域振興、
国際化その他大学と関わりが深い分野の関係者、及び大学に関し広く
かつ高い識見を有する者から幅広く経営協議会学外委員を選任する
ことで 2）、多様な関係者から国立大学法人に期待する事項を的確に把
握し法人経営に活かすことに努めています。 

また、議題の設定等の運営については、国立大学法人法の定めに基
づき「国立大学法人三重大学経営協議会規程」 3）に明記し、公表して
います。一方、様々な分野の有識者が集う貴重な場を好機と捉え、国
立大学法人法に定める事項のほか、社会情勢及び本学・地域が抱える
課題をテーマにした事項について学内委員と学外委員の双方向によ
る意見交換の活性化に努めています。これまで例えば、「三重大学の
情報発信の強化について」、「レジリエント社会の実現に向け三重大学
が果たすべきこと」、「理工系女子学生の確保等に向けた取組」、「三重
大学の将来構想について」及び「学長・理事等、部局長の評価につい
て」等の議論を行いました。 

さらに令和 7 年度からは、学長の全学方針に係る進捗状況や、部局
の特色ある教育や研究力強化にかかる取組目標について、経営協議会
学外委員の意見を聞いた上で、部局に対し重点的に予算配分すること
としています。その他、審議を活性化し、十分な意見聴取を行うため、
議題の趣旨・背景、及び提案のポイントを明確に記した「案件説明書」
を添付した会議資料を事前送付することなどの工夫も行っています。 
 

1）国立大学法人三重大学経営協議会学外委員の選考方針 
2）国立大学法人三重大学経営協議会学外委員名簿 

https://www.diversity.mie-u.ac.jp/info/declaration.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/info/declaration.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/diversity/pdf/plan.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/diversity/pdf/plan.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/information/D%26I%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C20250716.pdf
https://www.diversity.mie-u.ac.jp/information/D%26I%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C20250716.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/4630177607fdd5680b1d43888d3116a4.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/e9470f153bd3c1b50818d209880a7ed6.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/overview/officer.html
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

3）国立大学法人三重大学経営協議会規程 
 

補充原則３－３－１① 
法人の長の選考基準、選考結
果、選考過程及び選考理由 

 

学長選考・監察会議は、「国立大学法人三重大学学長選考規程」1）に
従い、「求められる学長像」の基準を定め、同基準に基づいて、学長予
定者の選考を行っています。その際、意向投票の結果については参考
にとどめ、学長予定者の候補者からの所信表明やヒアリング等の結果
を勘案して、学長選考・監察会議が主体性をもって慎重かつ必要な議
論を尽くし選考を行っています。 

また、基準、選考結果、選考過程及び選考理由についてはウェブペー
ジにて公表しています 2）。 
 

1）国立大学法人三重大学学長選考規程 
2）学長予定者の選考について 

 

補充原則３－３－１③ 
法人の長の再任の可否及び再
任を可能とする場合の上限設
定の有無 

 
学長の任期については、国立大学法人の中期目標期間が 6 年である

ことを踏まえ、平成 16 年の国立大学法人化時において、本学では、
従前の「4 年・再任可・最長 6 年」から「6 年・再任不可」に改めて
います 1）。これにより、学長が中期目標・計画の作成からその実施ま
で、責任を持って、安定的にリーダーシップを発揮して法人経営にあ
たることが可能となり、学長の再任がなかった場合に中期目標期間と
の間に歪みが生じるようなことは生じなくなりました。（※） 

一方で、この取扱い及びその理由については、従前公表していませ
んでしたが、令和 5 年 1 月に学長選考・監察会議において再検討し、
現時点での見解として整理し、公表しています 2）。 

学長予定者の選考を行う際には、その都度、任期等の取扱いについ
て議論し、結果を公表します。 
 

1）国立大学法人三重大学学長の任期に関する規程 
（※）特例により、平成 16 年度の国立大学法人化時の学長のみ任

期を 5 年（平成 16～20 年度）としたことで実現。 
2）学長の任期、再任の可否について 
 

原則３－３－２ 
法人の長の解任を申し出るた
めの手続き 

 

学長の解任については、「国立大学法人三重大学学長解任規程」1）に
おいて、法人の長の解任を申し出るための手続を整備し、本学ウェブ
ページにて公表しています。 
 

https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000007.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000107.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/gakuchosenko.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000106.html
https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/262e10331195a3244830cf7379b5a7a1.pdf
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

1） 国立大学法人三重大学学長解任規程 
 

補充原則３－３－３② 
法人の長の業務執行状況に係
る任期途中の評価結果 

 

「国立大学法人三重大学長の評価に関する申合せ」1）に従い、学長
の就任の日から 3 年目及び 5 年目に評価を実施しており、その結果を
学長本人に提示（通知）するとともに、評価結果を本学ウェブページ
において公表しています。 

また、結果の提示の際には、今後の法人経営に向けた助言として、
学長に対して学長選考・監察会議委員から出された意見やコメントも
併せて提示します。 

なお、令和 3 年 4 月に就任した現学長については、学長選考・監察
会議にて、令和 5 年度に 3 年目評価を行い、その結果を本学ウェブ
ページにて公表しました 2）。また、令和 7 年 4 月に 5 年目を迎えたこ
とから、学長選考・監察会議にて 5 年目評価を行い、結果を公表しま
す。 

 
1）国立大学法人三重大学長の評価に関する申合せ 
2）学長の評価 

 

原則３－３－４ 
学長選考・監察会議の委員の選
任方法・選任理由 

 

学長選考・監察会議の委員の選任方法や選任理由の公表について
は、「国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程」1）に基づき、学
長選考・監察会議が経営協議会及び教育研究評議会における委員の選
任方法や選任理由を公表しています。 

現委員の選任に当たっては、教育研究評議会、経営協議会において
学長選考・監察会議委員の選出に関する申合せ 2）3）をそれぞれ策定し、
その申合せに基づき委員を選出しています。 

教育研究評議会からは学内のバランス及び会議の中立性・公平性の
担保、委員としての継続性を考慮して、理事に加え 5 学部 1 研究科よ
り 7 名を選出し、教育研究評議会の合議により選任しています。一方、
経営協議会からは、業界（分野）、組織形態、地域等のバランス及びダ
イバーシティ（多様性）を考慮した 7 名を選出し、経営協議会の合議
により選任しています。 

以上の選任方法や選任理由については、本学ウェブページにて公表
しています 4）。 
 

1）国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程 
2）国立大学法人三重大学教育研究評議会における国立大学法人

三重大学学長選考・監察会議委員の選出に関する申合せ 

https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000110.html
https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/3db8b2062d7cfed3b7b55bce3e16d599.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/0fbc14de4f681b1d33afe1667f6ee4d7.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000105.html
https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/650e77091ca4f729c66a34387323de6a.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/650e77091ca4f729c66a34387323de6a.pdf
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

3）国立大学法人三重大学経営協議会における国立大学法人三重
大学学長選考・監察会議委員の選出に関する申合せ 

4）国立大学法人三重大学学長選考・監察会議委員名簿 
 

原則３－３－５ 
大学総括理事を置く場合、その
検討結果に至った理由 

 

学長選考会議（令和 3 年 1 月）にて議論した結果、当面は現体制を
継続し、大学総括理事を置かない方針が決定されました。今後、法人
経営を取り巻く状況も注視しながら、適時、学長選考・監察会議にお
いて検討を行うこととしています。 
 

基本原則４及び原則４－２ 
内部統制の仕組み、運用体制及
び見直しの状況 

 

本学では、教育・研究・社会貢献機能を最大限発揮し、地域発展
の中核として、社会から理解と支持を得て、適切に連携・協働を
行っていくために、本学の経営状況（財務情報）と教育・研究・社
会貢献に関する活動状況（非財務情報）を合わせた構成の「MIEU 
REPORT」1）、教育研究等の質の向上、業務運営の改善及び効率化、
財務内容の改善、教育及び研究並びに組織運営の状況について自ら
行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供、その他業務運
営を合わせた構成の「実績報告書」2)を公表しています。さらに、法
令に基づく情報を取り纏め学内規則も公開しています 3)4）。 

また、自らを律する内部統制の仕組みとして、「国立大学法人三重
大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程」5）、「国立大学
法人三重大学コンプライアンス指針」6）、「三重大学における公正研
究の基本方針」7）等を定めて内部統制の体制を整備しています。監
事による監事監査及び監査室による内部監査の実施を通じて継続的
な法人経営の見直しを行い 8)9）、適正な法人経営を確保するととも
に、その運用体制を公表しています。 
 

1）MIEU REPORT 
2）実績報告書 
3）国立大学法人法等に基づく公表事項等 
4）国立大学法人三重大学規則集 
5）国立大学法人三重大学コンプライアンスの推進に関する規程 
6）国立大学法人三重大学コンプライアンス指針 
7）三重大学における公正研究の基本方針 
8）国立大学法人三重大学監事監査規程 
9）国立大学法人三重大学内部監査規程 

 

https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/37d4efef9ee725cd320ffa5474c5f4a2.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/37d4efef9ee725cd320ffa5474c5f4a2.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/a6fccc904bfe3545bfdbc1c3428b510e_1.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/pr-magazine/outline.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/check/index.html#16keikaku
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000020.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/item/0c681abdaa4514fca86de8a9a0acffbd.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/social-coop/fraud-prevention/about.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000012.html
https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/act/110000084.html
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

原則４－１ 
法人経営、教育・研究・社会貢
献活動に係る様々な情報をわ
かりやすく公表する工夫 

 

本学では、法令に基づく適切な情報公開を徹底するため、本学
ウェブページ上に情報公開専用のページ 1）を作成し、保有する情報
の公開に関する内容、教育情報及び財務情報等、法令上公表が義務
付けられている事項について公表しています。 

また、法人経営、教育・研究・社会貢献活動に係る様々な情報に
ついて分かりやすく発信するため、「MIEU REPORT」2）（年 1 回発
行、発行数 2,000 部/年）の発行に加え、本学ウェブページにて公表
しています。また、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に置
かれる大学ポートレート・大学情報基盤センターが行っている「大
学ポートレート」3)（国公立版（平成 27 年度から実施）、国際発信版
（平成 30 年度から実施））においても掲載しているほか、補充原則
4-1①の記載のとおり公表を行っています。 

さらに、情報の発信先となるステークホルダーに応じて構成等を
編集し直すなど、分かりやすく公表する工夫も行っています。 
 

1）情報公開 
2）MIEU REPORT 
3）大学ポートレート 

 

補充原則４－１① 
対象に応じた適切な内容・方法
による公表の実施状況 

 

本学では、学生、保護者、産業界、地域社会等多様なステークホル
ダーや国民・社会との間における透明性の確保に向けて、情報の公表
を行う目的、意味を明確にするため、中長期的な「三重大学の広報方
針」1）を定めています。この方針は、第 4 期中期目標・中期計画期間
を迎えるにあたり、本学の目指す姿と広報の役割を明確に示したもの
に更新しました。この方針の中で、ウェブページ及び各種広報誌等を
はじめとした大学が直接管理する媒体では、適切な対象、内容、方法
等を選択し情報を公開するとともに、広報の在り方について不断の見
直しを行うこととしています。 

令和 6 年度には、大学への親近感を広めるために、本学の公式マス
コットキャラクター「ミールド」を発表し、学内外のイベントや各種
コンテンツで積極的に活用しました。 

さらに、従来刊行していた「大学概要」と「統合報告書」を包括的
にまとめた「MIEU REPORT」2）を新たに刊行し、本学の教育・研究・
社会貢献の成果を視覚的に分かりやすく整理し、学内外に広く公表し
ました。 

また、ウェブページ 3）ではステークホルダーが必要とする情報に簡
単にアクセスできるように工夫しており、例えば「三重大 R ナビ」4）

https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/pr-magazine/outline.html
https://portraits.niad.ac.jp/univ/outline/0272/0272.html
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

や、「三重大学全学シーズ集」5）のページでは、企業、自治体等に向け
て本学教員の研究内容を整理したものとなっています。その他、英語
版ウェブページ 6）、各種広報誌 7）、メールマガジンや公式 SNS 等
（Facebook、X、Instagram、YouTube）様々な媒体での情報発信のほ
か、新たに制度化した長期インターンシップの学生と協力し、学生目
線を活かした広報活動にも力を入れています。 

さらに、マスメディアを活用した情報発信についても、年 5 回の定
例記者発表 8)の他、三重県報道記者クラブとの情報交換会や記者会見、
プレスリリースを随時実施しています。 

このように、多様なステークホルダーに向けて、より適切な手段や
媒体を用い、大学の最新の取組を積極的かつ定期的に発信していま
す。 
 

1）三重大学の広報方針 
2）MIEU REPORT 
3）大学ウェブページ 
4）三重大Ｒナビ 
5）三重大学全学シーズ集 
6）英語版ウェブページ 
7）各種広報誌 
8）定例記者発表 

 

補充原則４－１② 
学生が享受できた教育成果を
示す情報 

 

本学では、「学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づく教育情報の
公表」に基づき、以下の情報を公表しています 1）。 

「大学の教育研究上の目的及び学校教育法施行規則第 165 条の 2 第
項の規定により定める方針に関すること」2） 

 本学は、幅広い教養を身につけるとともに高度な専門知識や技
術を有し、国際的な視野を持ち、社会のイノベーションを推進で
きる「生きる力」を備えた人材を育成することを目標としていま
す。この「生きる力」は、「感じる力」、「考える力」、「コミュニ
ケーション力」、「行動する力」の「4 つの力」を総合した力です。
学位授与の方針として、すべての学位プログラムにおいて定める
「4 つの力」を身につけた者に対し、厳格な成績評価に基づいて
学位を授与します（学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー：DP)）。 

上記に加え、「三重大学の 3 つの方針」として、入学者受入れ
の方針（アドミッション・ポリシー：AP）、教育課程編成・実施
の方針（カリキュラム・ポリシー：CP）についても公表していま

https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/policy.html#:%7E:text=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%80%A7%E3%81%AB,%E3%81%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/pr-magazine/outline.html
https://www.mie-u.ac.jp/
https://www.mie-u.ac.jp/R-navi/
https://seeds.mie-u.ac.jp/
https://www.mie-u.ac.jp/en/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/pr-magazine/index.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/pr/
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

す。 

「教育研究上の基本組織に関すること」3） 
各学部・研究科ウェブページ上で、どのような学修と能力を身

に着けることができるかを案内しています。 

「授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関する
こと」4） 

シラバスの公表を通じて、各授業科目の授業概要、目的、学修
の到達目標、DP、学修内容、成績評価方法と基準等を公表してい
ます。 

また、「教学マネジメント指針「V 情報公表」に関する事項」5）とし
て次の情報公表をしています。 

（1）「卒業認定・学位授与の方針」に定められた学修目標の達成
状況を明らかにするための学修成果・教育成果に関する情報 

・各授業科目における到達目標の達成状況
・学生の成長実感、満足度（4 つの力等に関するアンケート、

教育満足度調査） 
・進路の決定状況等の卒業後の状況（就職状況）
・卒業生に対する評価、卒業生からの評価

（2）学修成果・教育成果を保証する条件に関する情報
・卒業年度別 GPA 分布表（全学部及び学部別）

1) 学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づく教育情報の公表
2) 大学の教育研究上の目的及び第 165 条の 2 第 1 項の規定に

より定める方針に関すること 
3) 教育研究上の基本組織に関すること
4) 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関

すること 
5） 教学マネジメント指針「V 情報公表」に関する事項

https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D-,2.%20%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8,-%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%9B%B3%0A%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=6.%20%E6%8E%88%E6%A5%AD%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%80%81%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%86%85%E5%AE%B9%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=6.%20%E6%8E%88%E6%A5%AD%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%80%81%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%86%85%E5%AE%B9%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=%E6%95%99%E5%AD%A6%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%8C%87%E9%87%9D%E3%80%8C%E2%85%A4%20%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%80%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E9%A0%85
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8:~:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8:~:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8:~:text=%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D-,2.%20%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8,-%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%9B%B3%0A%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8:~:text=3.%20%E6%95%99%E5%93%A1%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%80%81%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%95%B0%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E5%90%84%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%8C%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AD%A6%E4%BD%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8:~:text=3.%20%E6%95%99%E5%93%A1%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%80%81%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%95%B0%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E5%90%84%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%8C%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AD%A6%E4%BD%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/#:%7E:text=1.%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC165%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8:~:text=%E6%95%99%E5%AD%A6%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%8C%87%E9%87%9D%E3%80%8C%E2%85%A4%20%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%80%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E9%A0%85
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】 

原則等内容 更新の 
有無 実施状況 

法人のガバナンスにかかる法
令等に基づく公表事項 

 

▷ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第 22 条に規

定する情報 

▷ 医療法施行規則第 7 条の 2 の 2 及び同規則第 7 条の 3 に規定する

情報 

▷ 医療法施行規則第 15 条の 4 第 2 号に規定する情報 

様式で記載を求められているガバナンスに関する上記の公表事項

に加え、情報公開ページを作成し、法令に基づく適切な情報を公表

しています。 

▷ 情報公開ページ 

  
 

https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/corporation-domument.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/corporation-domument.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/director.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/director.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/conference/audit.html
https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/index.html



